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〇会場参加…大阪民主医療機関連合会 

・会議室 裏面に地図あり 

・定員制限あり、事前申し込みを 

※参加申込はＱＲコード又はＵＲＬ（FAX・E メールも可） 

☐ 主催…第５３回公害・環境デー実行委員会(事務局:大阪から公害をなくす会) 

  連絡先…大阪から公害をなくす会・大阪市中央区内本町 2-1-19 内本町松屋ビル 10 370 号 

  ０６－６９４９－８１２０ ＦＡＸ０６－６９４９－８１２１ email:info@oskougai.com 

〇オンライン  

「地球沸騰化の時代 未来を拓くために どうする？」 

気象学者 江守 正多氏 

東京大学未来ビジョン研究センター教授 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の主執筆者として活躍 

◇ 報告…「ＣＯＰ29 の成果と課題」 早川 光俊氏 

☐ 一部 講演 

◇ 二部 大阪の公害環境運動の交流 

弁護士…ＣＡＳＡ理事 
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第５３回公害環境デー プログラム 

 

１３：３０ 開会 

開会あいさつ「気候危機は いのちの問題  声を上げ、動き、つながり、変化を起こそう」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公害環境デー実行委員長 金谷邦夫氏  Ｐ１ 

【第一部】 

●記念講演 「地球沸騰化の時代 未来を拓くために どうする？」  

・・・・・・・・・・・・・・・・・東京大学 気候システム研究センター教授、江守正多氏 Ｐ１１   

●特別報告 「前進のない、失敗にちかいCOP ーCOP29の結果と課題ー 

・・・・・・・・・・・・・NPO法人地球環境市民会議 CASA)専務理事 早川光俊氏（弁護士）Ｐ２５  

  １５：２０  １０分休憩 

 第二部 大阪の公害環境運動の交流「だれ一人取り残さない 公害被害者の救済を 新たな公害を生み出さない」 

（１）公害訴訟・原告・弁護団の訴え 

1. 「福島から母子避難を決断して 13年後の今」・・・・原発賠償関西訴訟原告団：森松明希子氏 Ｐ３０   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護団：白倉典武氏（弁護士）    

2. ノーモア・ミナマタ第２次訴訟・・・・・原告団：松原美里氏、弁護団：徳井義幸氏（弁護士）Ｐ３６ 

3. 関西建設アスベスト訴訟・・・・・・・原告団：高木とし子、弁護団： 遠地靖志氏（弁護士）Ｐ３８ 

（２）大阪の各地から、環境守る取り組み 

1. 「市民運動としての大阪PFAS汚染から健康を守るとりくみ」 

・・・・・・・・・・・・・・・・大阪ＰＦＡＳ汚染と健康を考える会事務局長 長瀬文雄氏 Ｐ４０ 

2. 「忠岡町長選挙を受けて産廃焼却施設誘致をめぐるたたかいの現局面」 

・・・・・・・・・・・・・忠岡町の巨大産業廃棄物焼却施設誘致を考える会事務局長 是枝一成氏 Ｐ４２ 

3. 「危険な夢洲での万博、カジノ・ＩＲ ―― 反対運動の現状と課題」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カジノに反対する大阪連絡会事務局次長 中山直和氏 Ｐ４４ 

4. 「ソラダス2025は５月１５，１６日です ---自分で測って、自分の周りの環境をみなおそう」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソラダス2025本部実行委員会事務局長代行 澤田史郎氏 Ｐ４９ 

＜第53回公害環境デー アピール＞ 

「気候危機は いのちの問題   声を上げ、動き、つながり、変化を起こそう」・・・・・ Ｐ５１ 

 閉会あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あおぞら財団 谷内久美子氏 

１６：３０ 終了 

 

＜文書報告・資料＞ 

1. 公害患者会の活動報告・・・・・・・・大阪公害患者の会連合会事務局長 上田敏幸氏 Ｐ５２ 

2. 青い空と公害の記憶を伝える―西淀川公害患者インタビューの映像制作― 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あおぞら財団 谷内久美子氏 Ｐ５４ 

3. 公害環境測定研究会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・事務局長 久志本俊弘氏 Ｐ５６ 

4. 4年生の「総合的な学習の時間」での温暖化問題の取り組み・・・・ＣＡＳＡ 宮崎学氏 Ｐ５７ 

5. おおさかパルコープの脱炭素社会に向けた取り組み 

・・・・・・・・・生活協同組合おおさかパルコープ 事業支援部 総務 松田健一氏 Ｐ５９ 

6. NPO法人リアルにブルーアースおおさか 活動報告・・・・・・・理事長 武田智津枝氏 Ｐ６０  

7. 一般社団法人 市民共同発電サンサンすいた 紹介・・・・・・・理事長 井上道代氏 Ｐ６２ 

8. 関西電力の“ゼロカーボンロードマップ”（2024年4月）を切る！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ＮＰＯ法人・市民株主と仲間の会 光平正氏 Ｐ６３ 

9. （資料）STOP 大阪市の樹木伐採（大阪市の街路樹撤去を考える会）・・・・・・・・・Ｐ６５ 

10. （資料）大阪府民の１１９０人の自主的血液検査の結果・・・・・・・ ・・金谷邦夫 Ｐ６７ 



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



講師  江守正多氏のご紹介 

 

東京大学教養学部卒業。同大学院総合文化研究科博士課程修了。博士（学術）。

1997 年より国立環境研究所に勤務。同研究所の地球環境研究センター上級主席研究

員等を経て、2022 年より東京大学未来ビジョン研究センター教授。気候変動に関す

る政府間パネル第 5次、第 6次評価報告書主執筆者。 
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ノーモア・ミナマタ第２次訴訟の早期解決に向けて 
 

弁護士 徳井 義幸 
１．はじめに 
 一昨年９月の原告１２８名全員を水俣病と認めた近畿訴訟大阪地裁の画期的な判決から既に１年６ヶ月

が経過した。この間大阪高等裁判所での控訴審の法廷は２回開かれている。 
今年から来年にかけては、ノーモア・ミナマタ第２次訴訟の解決に向けた運動が大きな山場を迎えるこ

とになるのは間違いのないことであるが、法廷でのたたかいの前進も、この運動による解決をあと押しす

るためには不可欠である。環境省にまだ控訴審判決があると期待させるようなことがあってはならない。 
ノーモア・ミナマタ第２次訴訟の解決に向けての情勢と近畿訴訟控訴審について報告する。 

 
２．大阪地裁判決以降の各地の判決について 
ご承知のように、昨年３月、熊本地裁は原告１４４名のうち２５名を水俣病と認めたが、いわゆる「除

斥期間の経過」を理由としてその請求を棄却するという原告敗訴の不当判決を下した。また翌月には新潟

地裁が原告４５名のうち２６名を水俣病と認め、除斥期間を適用することは正義に反するとして、国の責

任は否定したが、加害企業旧昭和電工（現レゾナック）の責任を認める判決を下した。判決の結論に相違

はあるものの、判決を受けた原告総数３１７名のうちの１７９名（５６．４％）が水俣病であると裁判所

によって認められた。これは水俣病の被害者はもういない、解決済みであるとする環境省の主張の誤りを

司法が断罪したことに変わりなく、環境省に水俣病被害者救済への政策の転換を求めるものであった。 
各地の裁判の概要は別表のとおりである。 

 
３. ノーモア・ミナマタ第２次訴訟をめぐる新しい情勢について 
ご承知のように、その後のいわゆる「マイク切り事件」による環境省批判の高まりも含めて、未救済の

水俣病被害者の救済が大きな政治課題となったことはこの間の情勢の最大の特徴である。 
しかも先の総選挙の結果、水俣病被害者の救済に前向きであった立憲民主党を始めとする野党が過半数

を占めるという新たな国会情勢が生まれており、この通常国会には水俣病被害者の新たな救済に向けた法

案が衆議院に提出されるという重大な局面をむかえようとしている。環境省はノーモア・ミナマタの第２

次訴訟原告団・弁護団（全国連）との間で解決に向けた実務者協議を去年より開始したが、その姿勢は旧

体依然としたものであるが、この衆議院での新しい法案審議を通じて、そのような姿勢の転換を強く求め

られていくことは明白である。 
全国連としては、このような国会情勢も最大限に活用して、来年５月の水俣病公式確認７０周年を目途

になんとしても全ての水俣病被害者の救済をすべく、具体的展望を切り開く取り組みを決意している。 
 
４．これまでの近畿訴訟控訴審の展開と今後の展望  
 次に近畿控訴審第２回の法廷の内容を簡単に紹介しておく。第１回は、控訴理由について、原告・被告

の双方から１時間ずつの裁判官へのプレゼンテーションが行われた。国・県のプレゼンは、原告ら全員を

水俣病と認めた地裁判決を「国民の司法に対する信頼を裏切るもの」とまで中傷する全く許しがたいもの

であったが、逆に改めて大阪地裁の判決が国・県に与えた衝撃の強さを示すものであった。第２回は、近

畿判決との対比において、熊本判決と新潟判決の弱点を疫学と共通診断書の信用性（公的検診録の問題点）

の二点を中心として裁判官に理解を求めるプレゼンを実施した。 
 国・県は、全員を水俣病と認めた画期的な地裁判断をくつがえすため、改めて疫学関係と医師の証人調

べを申請予定と表明し、また各原告の公的検診録や疫学調査を取り寄せて、原告全員について１年余りの

期間をかけて水俣病でないことの主張を展開するとしている。 
 一方我々は、一審判決の画期的判断を断固として維持すべく、油断することなく原告側からも必要な証
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人の申請を予定するとともに、医師の名前さえ黒塗りの公的検診録の信用性について、これを徹底的に批

判する訴訟活動を展開し、法廷の内外で国・熊本県・チッソを追いつめていく決意である。 
 
５．まとめ 
 控訴審での証人調べの開始は未定であるが、前記の国の各論の主張の終了を待っていては控訴審の進行

が遅滞しかねないので、総論の証人調べの早期の開始を求める攻勢的な訴訟活動を展開して、被告らを圧

倒していく予定である。 
 原告の平均年令は７２歳で、全国の原告の平均年令は７５歳を超えている。生きているうちの救済は緊

急の課題となっている。改めてみなさんのノーモア・ミナマタのたたかいへの支援をお願いする次第であ

る。 
 
（別表） 
ノーモア・ミナマタ第２次訴訟の概要 

現在、熊本地裁、新潟地裁、東京地裁、大阪高裁、福岡高裁、東京高裁で、約１７００名の被害者

が、国、熊本県、チッソ、レゾナック（旧昭和電工）を被告として、水俣病と認めることを求める裁

判を闘っています。これらの原告は、2012年7月に打ち切られた特措法で地域外や年代外を理由に救

済を拒否されたか、特措法を知らずに申請できなかった被害者です。2023年 9月に大阪地裁で、2024

年3月に熊本地裁で、同年4月に新潟地裁で判決が言い渡されました。３地裁、３高裁での裁判の状

況は、次のとおりです。 

 裁判の概要 
 熊本 新潟 東京 近畿 計 

提訴日 2013 年6 月20 日 2013 年 12 月 11 日 2014 年 8 月 12 日 2014 年9 月29 日  

原告数 1355 146 74 126 1701 

被告 チッソ、国、熊本県 レゾナック 
（旧昭和電工）、国 チッソ、国、熊本県 チッソ、国、熊本県  

原告死亡数 270 33 11 11 325 

平均年齢 75.6  76 72.5 72.0  75.2 

判決日時 2024 年3 月22 日 2024 年 4 月 17 日 － 2023 年 9 月 27 日  

判決対象原告数 144 45 － 128 317 

水俣病と認めら

れた原告数 25 26 － 128 178 

係属裁判所 熊本地裁 
福岡高裁 

新潟地裁 
東京高裁 東京地裁 大阪高裁   
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建設アスベスト訴訟の到達と課題 

大阪アスベスト弁護団 弁護士 遠地 靖志 

 

１ ２０２１年最高裁判決 

  建設アスベスト訴訟は、建設現場でアスベスト（石綿）を含む建材から飛び散った粉じんを吸い込

み、石綿肺、肺がん、中皮腫などの重い病気にかかった建設作業従事者やその遺族が、国と建材メー

カーを相手取り、損害賠償を求めた裁判です。２００８年５月に東京地裁に東京１陣訴訟が提訴され

たのを皮切りに、神奈川１陣訴訟（横浜地裁）、北海道１陣訴訟（札幌地裁）、京都１陣訴訟（京都地

裁）、大阪１陣訴訟（大阪地裁）、九州１陣訴訟（福岡地裁）の各裁判所に相次いで提訴しました。 

２０２１年５月１７日、最高裁判所第１小法廷（深山卓也裁判長）は、東京、神奈川、京都、大阪

の４つの１陣訴訟において、国と建材メーカーの責任を認める判決を言い渡しました。最高裁は、国

との関係では、１９７２年から１９７５年までの間に吹付作業に従事もしくは１９７５年から２００

４年までの間に、大工、内装工、電工、現場監督といった屋内で建築作業に従事し、石綿関連疾患を

発症した人について、労働安全衛生法規に基づくその責任を認めました。また、労働者のみならず、

一人親方や個人事業主との関係でも国の責任を認めました。建設現場では、重層下請構造のもと多数

の一人親方らが働いており、一人親方らに対する責任を認めたことで被害救済が大きく広がりました。 

また、建材メーカーとの関係では、建材メーカーの警告義務違反を認めるとともに共同不法行為を

認め、ニチアス、ノザワ、太平洋セメント、エム・エム・ケイをはじめとする建材メーカー１０社の

不法行為責任を認めました。 

一方、最高裁は、サイディング工、屋根工といった屋外で建設作業に従事した人との関係では、国、

建材メーカーの責任を認めませんでした。また、警告表示が有効に機能するのは新築現場のみである

として、解体作業に従事した人については建材メーカーの責任を否定しました。 

２ 建設アスベスト給付金法による被害救済の進展 

  最高裁判決を受け、菅義偉首相（当時）は、原告代表者らと面会し、謝罪しました。また、判決翌

日には、全国の原告団、弁護団と国との間で、すでに裁判を提訴した原告とは和解による早期解決を

目指すこと、未提訴の被害者については裁判をせずに行政手続により補償する制度をつくること等を

内容とする基本合意を締結しました。 

  国は、基本合意に基づき、提訴済のすべての原告との間で和解を成立させました。 

また、基本合意に基づき議員立法で建設アスベスト給付金法が成立、２０２２年１月から同制度が

スタートしました。同制度は、前記最高裁判決で認められた責任期間内に建設現場で働いた吹付作業

従事者、屋内作業従事者に対し、疾病に応じて５５０万円から１３００万円を給付する制度です。同

制度による救済が始まり３年が経過しましたが、昨年１２月までに約７８００名の被害者に給付金が

支払われています。このように、国との関係では被害救済が大きく進展しました。 

 

３ 建材メーカーとの闘い 

一方、建材メーカーは、最高裁で確定した損害賠償金については支払ったものの、その後の裁判に

おいて争い続けています。そのため、建材メーカーを相手とした裁判は続いており、現在、最高裁か

ら高裁に差し戻された訴訟を含め、全国３０訴訟・約１５００名の原告が建材メーカー相手の裁判を

闘っています。 

しかし、建材メーカーがいくら争っても、その責任を免れることはできません。最高裁判決以後も、

九州１陣最高裁決定（２０２２年２月９日）、北海道２陣札幌地裁判決（同年４月２８日）、北海道１

陣札幌高裁判決（同年５月３０日）、神奈川２陣最高裁判決（同年６月３日）、京都２陣京都地裁判決

（２０２３年３月２３日）、神奈川１陣（差戻審）東京高裁判決（同年５月３１日）、大阪２陣・３陣
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- 2 - 

大阪地裁判決（同年６月３０日）、神奈川１陣最高裁判決（２０２５年１月１５日）で建材メーカーの

責任を認める判決が相次いでいます。とくに、大阪２陣・３陣大阪地裁判決（第１６民事部・石丸将

利裁判長）では、パナソニックホールディングス、日本インシュレーションといった初めて責任を認

められた建材メーカーも含む、過去最多となる建材メーカー１２社に対する勝訴判決が言い渡され、

かつ、慰謝料額も最高２９５０万円とするなど被害救済に向けて大きく前進しました。 

大阪２陣・３陣訴訟は、闘いの場を大阪高裁（第５民事部・徳岡由美子裁判長）に移し、昨年５月

から審理が始まり、昨年１２月１７日に結審しました。判決は「追って指定」となっています。また、

大阪４陣訴訟（大阪地裁第１９民事部・大森直哉裁判長９は、２月７日に１４回目の期日を迎えます。

昨年１１月には、５陣訴訟（原告２４名、被災者単位１９名）も提訴、大阪訴訟の被害者数は２００

名を超えました（１陣から５陣）。 

  このようななか、昨年１２月２６日、東京１陣差戻訴訟（東京高裁第２４民事部・増田稔裁判長、

２０２３年１０月に結審）において、裁判所から原告、建材メーカー双方に和解案が示されました。

和解案は、被害者ひとりひとりの和解金額を提示した具体的なのもので、裁判所は建材メーカーにも

早期解決に向けた努力をするよう要望しました。東京１陣訴訟は、２００８年５月の提訴からすでに

１６年が経過し、すでに９割以上の原告が亡くなっています。建材メーカーは、本和解案の重みを自

覚し、これを受け入れ早期全面解決に踏み出すべきです。 

 

４ 今後の課題 

  今年は、提訴から１７年、最高裁判決から４年目となります。現在、国からは建設アスベスト給付

金法により迅速な被害救済を受けることができる一方で、建材メーカーからの被害救済を受けるため

には、建材メーカー相手の損害賠償請求訴訟を起こすことを余儀なくされています。私たちが目指す

のは、被害者が裁判を起こすことなく、迅速に被害救済を受けられる制度、具体的には建材メーカー

らも参加した建設アスベスト補償基金制度の創設です。 

また、アスベスト被害では、工場型（泉南型）の被害、造船現場での被害、解体現場での被害、環

境ばく露による被害など、まだまだ救済が求められている被害がたくさんあります。引き続き、ご支

援のほどよろしくお願いします。 
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市民運動としての大阪 PFAS 汚染から健康を守るとりくみ 

 

大阪PFAS 汚染と健康を考える会事務局長 長瀬文雄 

 

 今、「PFAS（有機フッ素化合物の総称）汚染」が大きな社会問題となってきました。 

「週刊ポスト」は、昨年秋２週間連続して巻頭カラー版で12Pにわたり特集を組み、12月にはNHKが「NHK

スペシャル」で特集を組みました。それまでは「ある化学メーカー」としか伝えなかったマスコミも、よ

うやく実名を出して報道はじめました。大きな反響を呼んでいます。 

「PFAS」は、水や油を弾き、熱にも強い性質から「焦げ付かないフライパン」「ハンバーガーの包み紙」

等々広く日常生活品や工業製品に用いられてきた「便利」なものです。そのＰＦＡＳが環境、健康に重大

な影響を及ぼすと警告されています。 

ＰＦＡＳの一種 PFOA 原料を半世紀にわたり生産し、排水を下水路などに流してきたのがダイキン工業

大阪製作所（摂津市）です。淀川製作所は２０１２年に製造を中止するまで日本一の生産を続けてきまし

た。 

私たちは、先行して運動されていた摂津市 PFOA 汚染を考える会や民医連、公害をなくす会等と一緒に

2023年11月11日に「大阪PFAS汚染と健康を考える会」（大島民旗代表）を立ち上げ、前後して大規模な

血液検査を実施しました。これには京都大学医学研究科の小泉昭夫名誉教授、原田浩二准教授の全面的な

協力、バックアップがありました。 

 

「会」１年目（２０２３～）の取り組み 

２023年（1年目）秋に実施したPFAS血液検査は49会場1190人の方が受けられました。これほど大規

模な血液検査は日本でも初めての経験でした。 

しかし、この段階でも世間的にはほとんど認知されず、多くの方々にとって「PFAS ってなんのこと？」

といった感じでした。 

「会」２年目（2024年） 

2024 年（2 年目）には、血液検査の結果が受検者に届き、3 月には中間報告、８月には全報告の記者会

見を行いました。全体に PFAS 濃度が高く、ダイキン周辺住民は更に高いという傾向も明らかになりまし

た。 

１１９０人の血液検査の結果は、全受検者の33%、摂津市では45%の方が米国科学アカデミーの臨床ガイ

ダンスで精密検査や健康管理を必要とする20ng/L を超えました。環境省の調査ではPFOAの平均濃度２．

２ng/Ⅼと比較すると平均でも３倍以上となりました。 

元従業員では最高値で基準の30倍という高濃度でした。 

その後、民医連の9か所の医療機関でPFASフオロー外来が開始。更に昨年10月には、民医連・相川診

療所（吹田市）を会場に希望者への血液検査を実施しました。血液検査の結果はほぼ同様の傾向でした。 

ダイキン関係で働いていた労働者の方が５名受けられましたが、米国基準の４０倍前後の方が数名おら

れ、職業性暴露が強く疑われています。 

検査費用(実費1万円)が必要なため、「募金」を募り5千円で行いました。多くの希望者に受けて頂くに

は、今後も募金活動が必要です。本来は、ダイキン工業や摂津市、大阪府の責任による公費負担で希望者

全員に実施すべきものです。 

私たちは大阪府知事あての「要望書」を提出し、懇談も行い、実施を求めましたが現時点で行政はまっ

たく動こうとしていません。 

それだけではなく、2009年以来、秘密裏に大阪府・摂津市・ダイキン工業の3者による「神崎川水域Ｐ

ＦＯＡ対策連絡会議」なるものを立ち上げ、対策を練っていました。 

「会」では、2 回にわたり大阪府に議事録等の情報公開請求を求めましたが、肝心のダイキン工業に関

わる部分は「黒塗」や「非開示」でした。非開示の理由として「企業の利益を損なう」可能性というもの
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で、住民の健康より企業の利益を優先する行政の姿勢が出ています。それでもわかったことはこれまで２

７回対策会議を開催しています。そこでは「市民の問い合わせには『汚染源はわからない』『原因はわから

ない』と答える」「健康被害があるとは考えていない（ダイキン）」、「環境省も健康被害は認めていない（大

阪府）」等「現時点で健康被害が出ていない」「むやみに検査をしても不安を煽るだけ」といった姿勢に終

始し、「大阪府のPFOAに関するホームページの文案をダイキン工業が起案する」など密着ぶりが記載され

ていました。 

また、岡山県吉備中央町、兵庫県明石市、京都府綾部市、静岡市清水区などでも河川や地下水、水道水

から高濃度汚染が明らかになり、各地の運動との連携も始まりました。８月には全国交流会も開催されま

した。 

「会」ではホームページやニュース発行（これまで９号まで発行）し、また、各地から要請される学習

会には積極的に応え、これまでに150回を超えました。また大阪経済大学をお借りしての市民公開講座や

映画「ﾀﾞｰｸｳｵｰﾀｰｽﾞ」の上映会（十三第七芸術劇場・3日間満席）などにも取り組んできました。次回は５

月１０日を予定しています。 

 

「会」３年目となる２０２５年がスタート 

2025年。運動は3年目に入りました。 

私たちが大切にしてきたことは、PFAS規制は始まったばかりということです。２０１１年に環境省が開

始した大規模調査「エコチル」に関して、PＦＡＳ濃度と染色体異常の相関を示す論文も発表されました。

しかし、「わかないないことだらけ」です。だったら、私たち自身で「学習し、調査し、行動する」という

ことです。 

米欧では2000年代初頭よりその毒性が問題視され、裁判などを通じて製造、使用が禁止され、厳しい水

質基準や健康管理が作られています。2023年12月には、IARC（WHO国際がん研究機関）が「PFOA」を「発

がん性あり」のランク１に、「PFOS」を「おそらく発がん性がある」に認定しました。しかし、日本政府の

対応は鈍く、欧米に比べて周回遅れです。 

 

「PFAS対策」を阻む「経済安保」と「日米安保」と２つの壁 

それは、「PFAS」は日本の「国策」と深く関わっています。PFOA、PFOS の製造・使用は禁止されました

が、「代替えPFAS」が開発されています。安全性の保障はありません。 

その対策の遅れの大きな要因は、「PFOA」は自動車、電子機器、半導体などの製造に欠かせない物資だか

らです。国は、半導体関連の予算を1兆円もつぎ込むほどの「国策」ぶりです。半導体工場が稼働する熊

本、四日市などでもPＦＡＳ汚染が出ています。まさに「経済安保」に関わっています。 

「PFOS」は、米軍基地や自衛隊基地、空港などの火災訓練などに使われ、そこから漏れだしたＰＦＯＳ

が沖縄、東京、愛知、岐阜などで問題になっています。しかし、「日米地位協定」に阻まれ立ち入り調査す

らできません。まさに「安保」の壁です。 

PFAS汚染は、人の命・健康・財産・環境に関わる重大な問題です。今直ちに重篤な病気が見つからない

としても将来にわたって「不安」は存在し続けます。 

問題が起きてからでは遅いことは、水俣病、アスベスト問題などの教訓です。次世代に禍根を残さない。

「予防原則」に立って、この問題にとりくむことが重要です。そのためにも、まだまだ知られていない「PFAS」

汚染です。改めて、「学習し、調査し、行動する」2025年にしたいと思います。 

２０２４年暮れ、住民の声を反映して岡山県・吉備中央町では、全国初めての町の負担による血液検査

が実施されました。私たちもこうした運動と連携して大きな運動をつくっていきたいと思います。 

この機会にぜひ「大阪ＰＦＡＳ汚染と健康を考える会」への入会（個人・団体1000円）をお願いいたし

ます。 
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危険な夢洲での万博、カジノ・ＩＲ ―― 反対運動の現状と課題 

カジノに反対する大阪連絡会事務局次長 中山直和 

 

１．行き詰まった万博 今からでも中止する方が損害は少ない！ 

（１）関心度が低下、赤字確実 

 万博開幕が 2 ヶ月後の 4 月 13 日に迫りました。巨額の費用を投入した機運醸成だけでなく、Ａｄの

ライブや巨大ガンダム像、果ては盆踊りでギネス挑戦など万博の趣旨と無関係の企画で人集めに躍起で

すが、チケット販売は不振を続けています。1月22日現在の前売り券販売実績は761万8,780枚で目標

の 1,400 万枚の 54％です。開幕までに完売するには週50 万枚以上の売上が必要なのに今年に入ってか

らの実績はその10分の1以下です。 

三菱総合研究所の調査で万博の「関心度・来場意向」が過去最低を更新したようです。愛知万博では

開幕3ヶ月前に前売り券がほぼ完売していたことと比べても大阪万博の赤字は確実です。 

赤字の穴埋めは大阪府民が被る危険性があり、今からでも中止する方が損害は少なくすみます。 

 

（２）万博会場として、あり得ない夢洲の危険 

① １日２トンもメタンガス発生 

万博会場のグリーンワールド（夢洲１区）は、ごみ焼却灰・残滓・上下水汚泥などを埋めている現役

の廃棄物最終処分場で「後１０年は使える」と大阪市環境局が明言しています。万博工事がはじまるま

で夢洲１区の入口にはカドミウム、六価クロムなどを埋めていると記された「汚染土壌処理施設」の看

板が立つ立入禁止区域で、メタンガス爆発が危険性を証明しました。 

メタンガスの噴出量は83本のガス抜き管から1日1.5㌧～2㌧が計測されていますが、これは2千～

3 千軒の一般家庭の 1 日の消費量に匹敵する量です。さらにガスは地面のいたるところの隙間から出続

けており、爆発事故はそれが原因でした。 

万博協会は昨年6月にメタンガス対策を発表しますが、メタンガスは制御不能であり、30億円もの税

金を投入し、売店を火気厳禁にしても100％の安全は保障出来ません。 

昨年12月18日の衆院経済産業委員会でたつみコータロー衆議院議員の質問に対し、政府はメタンガ

スが発生し続けるような現役の廃棄物最終処分場が万博以前に沢山の人が集まるイベントに使われた例

がないことを認めました。こんな所で万博をやるなんてあり得ません。 

 

② 南海トラフ地震で15万人が3日間も閉じ込められる 

 万博協会が発表した「防災基本計画」には各種の災害による厳しい被害想定が書かれ、夢洲での万博

開催の危険性を自ら証明しています。とりわけ決定的なのは南海トラフ地震・津波での「避難計画」が

なく、9月に漸く「防災実施計画」が公表されますが、結局15万人が3日間も夢洲に閉じ込められ、非

常食を協会と大阪府が90万食備蓄するという計画になっています。 

夢洲の特性は大阪湾の人工島でありアクセスルートが橋と海底トンネルしかなく、災害時にはどちら

も使用不可になるという想定です。メタンガス爆発とともに命の危険がある万博なのです。 

 

（３）万博中止を！の宣伝に積極的な反応 

 開幕が近づくなかでも、明るい会や地域のみなさん、カジノ問題を考える大阪ネットワークなどが積

極的に「万博中止」宣伝にとりくんでいます。昨年秋頃より「今さら中止はできない」との反応が出始

めましたが、今年に入り私たちの宣伝に共感する中学・高校生を含めて強い反応が出ています。それは

巨額の税金のムダということが浸透しはじめているからでもあります。 

 カジノの為の万博よりも「介護保険料を引上げ前までに戻すのに大阪府・約187億円、大阪市・約90

億円」「児童扶養手当に子ども1人1万円上乗せに87億円」などの宣伝も効果ありです。 

 

２．カジノの2030年開業をめぐって 

（１）国による大阪カジノ認定以後の経過 

大阪のカジノ計画は2023年4月14日に国によって認定されました。これは私たちの反対運動の影響

により、大阪府がめざしていた22年秋頃の予定を半年以上も遅らせ、認定に際し国の審査委員会が手厳
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しい「7つの条件」を付しました。同年9月29日「実施協定書」などがカジノ事業者と大阪府・大阪市

で締結されます。 

2024年に入り、万博協会側がカジノの工事で万博への悪影響を懸念してひと悶着ありますが、カジノ

の工事の一部を万博閉会後にズラすことで合意。9月10日にはカジノ事業者の「解除権」の失効を公表

した際、マスコミが「2030年カジノ開業が確実」と一斉に報じ、ミスリードされます。「実施協定書」に

は次のように、いくつもの解除要件が明記されており、私たちのたたかいでカジノを中止させることは

可能です。（99条 SPCの債務不履行等による解除、100条 府の債務不履行による解除、101条 区域整備

計画の認定の失効による解除、102条 不可抗力等による本実施協定の解除、103条 合意解除、など） 

また、2023 年 12 月からはカジノ用地の土地改良工事や基礎工事が開始されており、万博開催中も継

続します。騒音や輸送などで万博との矛盾は避けられません。 

 

（２）カジノ誘致をストップさせるたたかい 

 大阪のカジノに反対する人々はこれらの状況でも、ねばり強くとりくんでいます。カジノ反対の世論

を圧倒的多数にすることがカジノ誘致を止めるまさに本丸の課題です。推進派が振りまく「経済効果」

よりギャンブル被害による「負の経済効果」が大きく上回ることなど、研究し、学習しつつ、宣伝・対

話の強化が求められています。3月23日には大パレードもとり組みます。 

また、三つの市民グループによる訴訟が大阪地裁で合同審理され、私は大阪市がカジノ事業者にＩＲ

用地を不当な格安賃料で貸し出す契約の差止めを求める裁判の支援にとりくんでいます。この訴訟に勝

利すればカジノをストップできます。ＩＲ整備法でカジノ認定の必要条件に「事業者が土地の使用権原

を確保」することを求めており、「賃貸契約の差止め」は使用権原の喪失となるからです。国交省は私た

ちが裁判に勝利すれば「認定を取り消す」と繰り返し明言しています。 

さらに、大阪港湾局が隠ぺいしていたメールの発覚によって大阪市と土地鑑定業者との談合が明確に

なるなか、松井元市長らに1,044億円の損害賠償を求める裁判が新たに起されました。 

 

３．バブル崩壊以前の巨大開発の復活か 府民のくらし向上の道か 

 維新がすすめている夢洲への万博・カジノ誘致は、90年代の破綻事業の復活です。 

2014年から関西財界、大阪府、大阪市による「検討会」で議論され、夢洲を国際観光拠点・国際物流

拠点にするという「夢洲まちづくり構想」が策定されました。昨年末、大阪府・大阪市が「夢洲アクセ

ス鉄道に関する検討会」を開催して、1 月に開通した大阪メトロの夢洲駅から北に延伸させるための北

ルートの議論を開始、また、「夢洲第2期区域マスタープラン」の優秀提案だとして万博跡地にサーキッ

ト場やホテルなどの建設計画を公表しました。 

地下鉄の延伸と夢洲駅建設には577億円もかかりましたが、前述の北ルートは25年前の試算で1,700

億円もかかる計画で、今なら1.5倍2倍に膨らむでしょう。 

また、万博跡地の第２期開発には、カジノ用地と同様に788億円の土壌改良費を予定し、賃貸価格も

カジノと同じ超格安にする計画です。大阪市財政を破たんに追い込むような巨大開発計画が進行しよう

としています。「身を切る改革」で生み出した財源を無駄な巨大事業に使うのではなく、府民・市民のく

らし向上のために使う政治への転換が切実に求められています。 

 

４．廃棄物や災害ゴミの処分場を壊し、市民の財産の破壊を止めよう！ 

維新は夢洲を「負の遺産」などと喧伝し、莫大な公金を投入して万博・カジノを強引にすすめていま

す。しかし、真実は、夢洲は廃棄物の最終処分場、浚渫土砂・建設残土の処分地、コンテナターミナル

が稼働する物流拠点として府民・市民に大きく役立っています。また、今後30年で8割の確立と言われ

る南海トラフ地震・津波で発生する災害ゴミの処分地にもなります。 

さらに、夢洲は野鳥にとって貴重な大阪湾最大の渡来地でしたが、万博閉会後には完全に埋め立てら

れようとしており、渡り鳥たちの貴重な生息地が失われようとしています。 

財界・維新による「夢洲まちづくり」が府民・市民の貴重な財産を壊し、未来に新たな「負の遺産」

を残すことになり、生物多様性ホットスポットという貴重な財産をも失うことになります。 

万博・カジノ中止のたたかいは、未来の子どもたちに貴重な財産を残すためのたたかいです。 

また、維新政治の真の姿がここにありますから、維新からの脱却を見据えたたたかいです。  
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ソラダス2025は５月１５，１６日です 
---自分で測って、自分の周りの環境をみなおそう--- 

ソラダス本部実行委員会 澤田史郎 

1. ４０数年も継続している住民の測定運動 

ソラダスは、１９７８年に始まり、５，６年ごとに大阪府域の約４０００名の人で、約１万個のカプセル

測定に取り組んできたものです。大阪府域でこのような多数の人が同じ時間帯に行動しています。この

ような測定運動を継続させてきたのは、１９７０年代の大阪の大気汚染がひどい状況で、多数のぜん息

患者が発生し、 「被害者を救済！！」の裁判闘争やそれを支えた「公害をなくせ」などの市民運動の力が

大きいといえます。当時は、カプセル測定での二酸化窒素ガス（ＮＯ２）濃度は、環境基準上限値0.06ppm

を超える地点が、大阪市内で30％以上にもなっていました。 

2. 大阪の空に「青空が戻ってきた」が、安心してよいのか？ 

現在の大阪の空は、 「青空」の日が多くなっています。大気汚染物質もかなり低下し、大阪府・市の環境

白書でも、ＮＯ２ガスは「１００％環境基準を達成した」などとしています。大気環境基準の 「40～60pp

ｍのゾーン」の上限値以下になっただけですが、確かに汚染濃度は低下しているといえます。このよう

な「大気汚染の改善」の力は、公害被害者の裁判闘争やそれを支援した市民活動などによるもので、それ

らの声が政府に「自動車走行規制」などの諸施策となり、また主発生源であるメーカーの自動車単体か

らの汚染ガス排出削減などにつながっています。 

3. 現在の大気環境で、市民の健康を守れているのか？ 

実は国際保健機関（ＷＨＯ）は、世界の多くの調査研究を分析し、ぜん息や肺機能低下だけでなく、心疾

患、脳卒中、癌などによる死亡率が重要で、２０２１年に大気汚染濃度の目安を大幅に低下させるべき

と発表しました （表１）。ＮＯ２濃

度は、日本の現行基準よりも、約

４分の１という低い数値です。国

の環境基本法第１条では「・・・

現在及び将来の国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与すると

ともに人類の福祉に貢献するこ

とを目的とする」とあります。今

すぐにでも、ＷＨＯの汚染レベル

の目安に沿って、環境基準を改定

すべきです。今年６月の全国公害

被害者総行動で、患者会側から環

境省の水・大気環境局長に対して

「ＮＯ２濃度の基準を 0.02ppm に

戻して」と要望したところ、「いつまでにということは申し上げられません」という回答で、事実上見直

しないとの状況です。 

4. WHOの大気汚染目安と比較し、多くの地域はまだ改善が必要 

改定ＷＨＯの大気汚染の目安を用いて、私たちが行ってきたソラダスや自主測定結果を見ると、大阪の

ほぼ３分の２の地点で濃度がオーバーしていると思われます。大気汚染改善を行政や国、自動車メーカ

ーに強く要望していく必要があります。そのためにもこの機会に、自分の周りの環境データを、自分で

測って、自身の環境を見直しすることは重要ではないでしょうか。 

5. 今年は第１０回目のソラダスです。今回の目的は、第一に府域を１ｋｍのメッシュごとに３個づつカ

プセルを設置してＮＯ２の汚染状況を測定することと、大勢での健康アンケート調査を実施して、府民

の呼吸器系への大気汚染の影響を調べることです。各地の実行委員会つくりが進んでいますので、皆様

の地域の中でカプセル設置へのご協力をお願いします。また、自主測定では「自分の住んでいる街の環

境を自分で測る」こともできます。多くの皆様のご参加を呼びかけます。 
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≪第53 回公害環境デー アピール≫ 
  気候危機はいのちの問題 声を上げ、動き、つながり、変化を起こそう   

 

「地球沸騰化時代の到来」が警告されてから１年半、気候危機は一層深刻な事態となっていま

す。2024年、地球のCO2（二酸化炭素）濃度は観測史上最高に達し、人類は最も暑い12か月を過ご

しました。気候変動は、豪雨・山火事・干ばつなど世界的規模で災害を多発させ、激甚化させてい

ます。また、生態系にも影響をおよぼし、農業・水産業にも打撃を与えています。さらに、気候変

動を背景とした新たな疾病や感染症を生み出しています。気候危機は、まさに いのちの問題で

す。気候危機を打開するためには、CO２排出量の大幅な削減、脱炭素社会への思い切った転換が求

められます。 

今のCO2排出量がこのまま続けば、2030年代前半に世界の平均気温は1.5℃を超えて上昇し、甚大

な被害が予測されます。2030年までの脱炭素の取り組みが決定的に重要なのです。一刻の猶予もあ

りません。また、戦争でのCO２発生も大きな問題です。最大の環境破壊である戦争は今すぐ終わら

せなければなりません 

各国の気候危機対策の本気度が問われる中、昨年末のCOP29では、野心的なCO2排出削減目標を示

したのは英国のみにとどまりました。島しょ国から不安・焦燥・怒り・不信が強く示されたのに、

先進国は、全人類的・地球的規模で取り組む姿勢を十分に示せず、「前進のないCOP29」となって

しまいました。さらに、トランプ大統領は、就任早々、パリ協定からの再離脱を表明しました。し

かし、世界は動いています。世界においても、アメリカ国内においても、再生可能エネルギーの普

及は急速に進み、その流れを止めることはできません。また、省エネ・再エネ・脱炭素を求める市

民運動は、世界各国で活発に展開されています。あきらめず、声を上げ、動き、つながり、変化を

起こしましょう。 

私たちは、日本政府が、気候変動の脅威を直視し、「本気の気候危機対策」をすすめることを求

めます。現在、審議されている「地球温暖化対策計画」案のCO2削減目標について、世界第５位の

排出国として責任を果たす削減目標に大幅に引き上げることを求めます。また、原発を「最大限活

用」するとして新増設まで認め、石炭火力への依存を続けるなど、世界の流れに逆行する「第７次

エネルギー基本計画」原案の見直しを強く求めます。 

地震大国日本での原発建設がいかに危険なものか、能登半島地震はあらためて示しました。ハイ

リスク・ハイコスト、そして、核のゴミの捨て場もない原発は、「脱炭素の切り札」にはなりませ

ん。「再生可能エネルギー」は、CO２を排出せず、中小規模・分散で、災害時や戦時のリスクを減

らせます。また、地域の雇用を増やし、地域経済を活性化させます。「再生可能エネルギー」の拡

大・普及こそ希望ある道です。このように政府のエネルギー政策の転換を求めつつ、市民としてで

きることから、脱炭素社会への取り組みを始めましょう。 

大阪では、開発優先の行政の下、南海トラフ地震への備えなど防災対策や温暖化対策が後回しに

されています。府民から、「危険な夢洲万博中止。万博・カジノより被災地支援を」と求める声が

高まっています。また、有機フッ素化合物PFASによる汚染の調査と規制を求める運動が始まってい

ます。今年は市民が市民の手で大気汚染を測定するソラダス2025が取り組まれます。大きく成功さ

せましょう。さらに、建設アスベスト関西訴訟、ノーモア・ミナマタ近畿訴訟、原発賠償関西訴訟

など、「誰一人取り残さない」と粘り強くたたかわれてきた運動の成果を実らせる年です。忠岡町

巨大産廃炉誘致問題、「緑豊かな大阪を」と公園樹・街路樹を守る取り組みなど新たな運動も広が

っています。 

公害をなくし、環境を守り、気候危機をストップさせるために、声を上げ、足もとから行動をはじ

めましょう。子どもたちに青い空・青い地球を手渡したい。その願いで手をつなぎ、変化を起こして

いきましょう。 

  ２０２５年２月１日   

第５３回公害環境デー大阪府民集会 
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公害患者会の活動報告 

大阪公害患者の会連合会 上田敏幸 

 

 新型コロナウイルス、インフルエンザなど感染症の広がりで不安やストレスを溜め込む人が増えていま

す。連合会はこの間、感染防止対策をとりながら患者・家族の「つながり」を工夫しながら維持してきま

した。「対面・対話（お喋り」は元気の源」と位置付けて定例の会議を重視し役員の意思疎通を図りまし

た。 

1.道路連絡会 

 「西淀川地区道路環境沿道に関する連絡会」が2024年3月14日、あおぞら会館で開かれました。同連

絡会は、 西淀川公害裁判の原告・国・公団との和解条項に基づいて1998年に 設置され今回で27回目、

原告・弁 護団、支援の患者ら関係者25人が参加しました。「原告からの提案」をあおぞら財団の藤江徹

事務局長が行い、全国の2万8000人余の公害認定者の過半数が65歳未満の非高齢者であること、30代か

ら50代の患者の状況について、就労に与える影響や日常生活における不安があるとの調査結果を示した

うえで「大気汚染患者が安心して暮らせる、大気汚染患者を生まない持続可能な環境・社会を目指すこと

が求められてる」と訴えました。 

2.被害者総行動 

第49回公害被害者総行動は、2024年6月5日の環境大臣交渉、環境保健部長交渉、翌6日には総合環

境政策統括官グループ、大臣官房と地球環境局との交渉が行われました。5日夕方には日比谷図書館コン

ベンションホールで連帯交流集会が開かれ188人が参加しました。１週間後の12日には国交省道路局交

渉と環境省水・大気環境局交渉が行われました。 

3.大阪市環境局・保健所交渉 

大気汚染の監視・規制を担う環境局と公害患者の補償と療養に関わる保健所との交渉が2024年5月29

日、大阪市役所で開かれ患者・家族ら14人が参加しました。角田隼人・大阪公害患者の会連合会会長が

挨拶。須惠佐輿子さん（西淀川）と矢根和幸さん（都島）が被害の体験と願いを訴えました。これに対し

大阪市保健所の唄（ばい）隆也・公害健康被害補償担当課長は「（大気汚染は）良くなったとはいえ健康

被害は続いている。補償・認定の説明は丁寧にして制度を適用、救済にあたりたい」、藤澤史樹・環境管

理課長代理は「辛い体験をお聞きして、わかったようなことは言えない。肉声届けられた話を忘れないよ

うにしたい」と応じました。 

4.環境保健部長交渉 

 保健部長交渉では、山下明さん（気管支ぜん息２級）が被害を訴え、神ノ田昌博保健部長は、“マイク

切り事件”に触れ「信頼関係を損なうもので深く反省している」と謝罪。「（公害による）被害を防ぐこと

ができなかったことを反省している。繰り返してはならない。できることをひとつひとつやりたい」と述

べました。この日の交渉では、公害補償制度の維持・拡充、予防事業の充実など公健法の認定患者に関す

る要求で目立った前進はなく、未認定の患者が求める医療費助成制度の創設は、相変わらず「むつかし

い」と拒否しました。総合環境政策統括官交渉で岡崎久女さん（気管支ぜん息２級）、地球環境局交渉で

池永未子さん（気管支ぜん息２級）、国交省道路局交渉では須惠佐輿子さん（気管支ぜん息２級）がそれ

ぞれ被害を訴えました。 

5.裁判支援の取り組み 

＜ノーモア・ミナマタ裁判＞ 

大阪地方裁判所は2023年9月27日、ノーモア・ミナマタ第2次近畿国賠訴訟で原告128人全員が水俣

病に罹患していることを認め、被告国、熊本県、チッソらに総額3億5200万円の支払いを命じる原告全
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面勝訴の判決を言い渡しました。今年3月の熊本地裁判決は特措法対象地域外21名を含む25名を水俣病

と認めましたが、除斥期間を適用して原告らの請求を棄却しました。続く新潟地裁判決（4月18日）は、

第2の水俣病である新潟水俣病の国の発生・拡大の責任を認めませんでしたが、原告の多数を水俣病と認

めました。 

３つの判決は、現行の公健法の認定制度では救済されない水俣病被害者がいまだ多数存在していること

を明らかにし、「国の水俣病被害者切捨て政策を断罪し、原告らを含む水俣病被害者全員を救済する新た

な仕組みをつくるよう示唆するものとなりました。」（原告団・弁護団）今こそ水俣病被害者全員を救済す

る新たな仕組みが求められています。 

＜建設アスベスト訴訟＞ 

関西建設アスベスト大阪４陣訴訟の第5回期日が11月8日に開かれ、原告本人と遺族2人の尋問が行

われました。 

松下昌二さんは内装工として長年従事し肺がんになりました。「治療しなければ半年。治療すれば1年

程度」と医師から告げられた時の心情、抗がん剤治療の不安と地獄の苦しみについて振り返り、「お金が

欲しいんじゃない、俺の身体を返してくれ」としゃがれた声をふりしぼり訴えました。中皮腫で平成29

（2017）年1月に亡くなった田上靖範さんは腕の良いタイル工でした。妻・隆子さんは「夫を戻して欲し

い」と叫びました。もう一人の遺族・千盤昌弘さんの妻・邦江さんは裁判長に向かって「情けない。石綿

がなかったらどんなに幸せやったやろ」と問いかけました。 

＜原発賠償関西訴訟＞ 

原発賠償関西訴訟第42回弁論が2023年10月19日、大阪地裁で開かれ原告3人の尋問がありました。

いずれも原発事故後に関西へ避難した人たちで、和歌山県田辺市に移住した女性は主尋問に、震災後も危

険を感じながら公務員のため非難できず不安が増大。ストレスから発作を起こして入院を勧められたと振

り返り「福島に戻りたいが戻れない。（私の）生活を元に戻してください」と訴えました。 
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青い空と公害の記憶を伝える —西淀川公害患者インタビューの映像制作— 

あおぞら財団 谷内 久美子 

 

１．青い空が当たり前の時代に 

 「手渡したいのは青い空」。これは西淀川の公害患者の合言葉です。 

1960 年代から深刻化した大気汚染公害は、多くの人々に健

康被害をもたらしました。この責任を問う西淀川公害裁判

（1978 年～1998 年）は、公害患者が勝利するという形で和解

しました。その和解金の一部を使ってあおぞら財団が設立さ

れ、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。 

現在、青空は特別なものではなくなり、大気汚染の被害や

公害反対運動を知る人は年々減りつつあります。特に、青空

を当たり前のものとして享受している若い世代には、大気汚

染公害をリアリティを持って受け止めることが難しくなりつつあります。 

そこで、あおぞら財団では、西淀川公害の被害者たちの生の声を記録したインタビュー映像を制作し、

youtube で公開し公害の実態を伝えています。これらの映像は、公害の実態や被害者が直面した困難、そ

してその背景にある社会問題を多くの方々に伝えるためのものです。 

 

２．被害者たちの声から見える公害被害の実態や公害反対運動 

次ページの表は公害患者のインタビュー映像の一覧です。 

この映像では、大気汚染の様子やその生々しい被害経験がリアルに語られています。例えば、須恵さ

んは「空はいつもどんよりくもり空」、「洗濯物が真っ黒に」、「アサガオが一晩で枯れる」という当時の様

子を話します。また、岡崎さんは自分だけでなく子どもまでもが公害病になり、その苦しみを「頭をすげ

替えたいほど」と語ります。山下さんは仕事中に大発作が起き、心肺停止状態に陥り、「おむつだけの姿

でベッドに手足を縛られ」、「手足首は紫色」と状況を具体的に話し、家族に心配をかけたことを振り返っ

ています。 

また、西淀川公害訴訟や公害反対運動に対する思いも語られています。西淀川公害患者と家族の会は、

「公害をなくすこと」、「被害者救済」、「患者の健康被害の回復」の3つを柱にして活動してきました。患

者会の元会長の森脇氏が「大阪市や環境省と必死に交渉して、公害患者の救済制度や公害健康被害補償法

を僕らも一緒になって作りました」と自負しているように、公害訴訟だけでなく、制度に対しても働きか

けを行っています。公害反対運動の中心となったのは重度の患者やその家族たちであり、自分たちががん

ばらないとよくならないとの思いのもと、活動していました。そういった経験について、須恵さんは裁判

にみんなが一緒になって闘ったという経験を、岡崎さんは患者会や公害反対運動を通して自分が強くなれ

たと自分の人生に与えた影響を語っています。 

 

３．大学生と共に制作した動画 

龍谷大学政策学部・清水万由子ゼミの学生たちと共同で制作した動画もあります。学生が公害患者に

インタビューを行い、その内容を短い動画にまとめる構成を考えてくれました。この過程を通じて、学生

たちは被害者の方々の声を直接聞き、その重みを実感しました。学生の一人は「自分たちの力で社会を変

えられることがあるということを知れたのがよかった」と語っています。公害動画の制作は単に過去を記

録するだけでなく、未来を担う若者たちの意識を変えるきっかけにもなっています。 

 

４．未来に向けて 

今も公害患者は大気汚染公害による健康被害に苦しんでいますが、その被害は不可視化されています。

現在、大きな問題を生じている気候変動は、「化石燃料の大量消費によって生じる人為的な事象」、「全員

あおぞら財団の研修・教育 映像 
https://aozora.or.jp/kougai_lecture/tool/movies/ 
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が加害者であり被害者であるが、深刻な被害を受けるのは生物的・社会的弱者」といった点で大気汚染公

害と共通しています。過去の公害の教訓をしっかり生かすことは、今の環境問題の解決につながるのでは

ないでしょうか？ 

今後、西淀川公害の全体像がわかる映像の制作など、「公害の経験を伝え未来を創る市民を育てる」取

組みを継続していく予定です。是非、あおぞら財団の動画をご覧いただき、西淀川公害の教訓を共に学び、

未来へつなげていきましょう。 

 

表 公害患者インタビュー映像の例 

語り部・動画 概要 

 

須恵佐輿子さん 

龍谷大清水

ゼミと共同制

作 

昭和9年兵庫県三田市生まれ。 

公害病になる前は、健康で身体に悪いところはなかった。 

昭和34年より西淀川区に居住。昭和45年に公害病に認定される。 

公害病に苦しみ始めた頃、夫が網膜色素変性症により失明。 

西淀川公害裁判第2次原告。 

「西淀川区に来たのは、今から 66 年前。その頃の西淀川の空はいつもどんよりくもり空。洗濯物

も煙突から出る煤煙ですぐに真っ黒に。窓を開けたら、家の中はざらざらになり、樋やトタン、屋

根にも穴があく。子どもたちが育てていた観察用のアサガオがひと晩で枯れることもありました」 

「みんなが一緒になって闘わないといけないと思い、自分のためにも闘いました」 

 

 

岡崎久女さん 

龍谷大清水

ゼミと共同制

作 

昭和24年高知県生まれ。 

中学卒業後、尼崎に就職。その後、結婚のため西淀川に居住。 

公害病にかかるまでは健康だった。昭和51年に公害病に認定される。 

子どもも1歳でぜん息になり、公害認定を受ける。 

西淀川公害裁判第2次原告。 

「子どもができて 3 年も経たない頃、私と 1 歳になったばかりの息子までぜん息になり、夜中襲い

かかる発作に毎晩苦しみが続きました。発作の時は頭痛が半端ないです。何かでガンガン殴ら

れている感じで、頭をすげ替えたいと思うほど。あんな苦しいのはいや！母子で救急病院に駆け

込む夜も多くありました」 

「語り部をしているとすごく、強くなれます。患者会にも、公害反対運動にも鍛えられていると思い

ます」 

 

 

山下明さん 

製作：環境

省 

制作：あおぞ

ら財団 

昭和20年大分県生まれ。 

中学卒業後、大阪にて就職。公害病にかかるまでは健康。 

昭和50年に公害病に認定される。 

西淀川公害裁判第1次原告。 

「建設機械のオペレーターをしていた。47歳の時の大発作は工事現場で起こった。救急車で病院

に担ぎこまれた時には心肺停止で人工呼吸器をつけられ、おむつだけの姿でベッドに手足を縛

られていた。手足首は紫色になり、苦しさのあまり意識のない閉じた目から涙があふれていたら

しい。意識を回復すると、枕元にいた妻と子ども達の目は真っ赤に腫れあがっていた」 

「人間を潰しての経済成長はやめてほしい。もう少し人間を人間として扱ってほしいというのか

ね。みんなのためになる『柔らかい成長』してほしい」 
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公害環境測定研究会の活動報告 

公害環境測定研究会  久志本俊弘 

1. 本会は「市民によるＮＯ２簡易測定運動を主とした環境測定運動」をサポートしています。１９９５

年の会発足時に毎年６月と 12 月の実施を呼びかけました。今年度も６月が１５団体、カプセル数１

０９２個、１２月は１１団体、４０１個での実施でしたので、カプセル数が減少傾向のようです。現

在年２回実施しているのは、中津リバーサイドコーポ、寝屋川第２京阪、医療福祉生協おおさか、高

槻・島本年金者組合、せいわエコクラブ（小中学生）、あおぞら財団、北巣本保育園、日吉長尾団地

などです。また、年１回継続の参加は、パルコープ、いずみ市民生協、和歌山市住民団体（住金関係）、

高槻・五領の環境と子どもの未来を守る会などです。残念ながら、年２回の東住吉区の団体は年１回

へ、福島区の団体は当分中止し、ソラダスのみに変更されました。新たな参加は忠岡町共産党議員団

などで、忠岡町に新たに巨大産廃焼却施設を誘致するという問題があり、大気汚染も問題となるため

の現状把握とのことです。個人も少し増えました。 

2. ＮＯ２濃度検出について、２０２３年度より大阪民医連検査担当から、大阪から公害をなくす会との

共同体制に変更し、検出場所も大阪民医連会議室にし、検査機器や備品などの保管は大阪から公害を

なくす会事務所で行い、検出時に運んでいます。薬品などの事前準備、使用済み液の廃棄などは共同

の手配です。最近は、熟練者が減っており不慣れなことが増えたため、測定ミスが時々発生していま

す。手順の徹底と体制強化で、ミスのないように作業のダブルチェックを確実にします。使用カプセ

ルについて、材料のプラスチック瓶とゴムキャップのメーカーから製造中止というニュースが入って

きました。この対応策について、在庫のカプセル再利用も含めて検討します。 

3. 世界保健機関（ＷＨＯ）の大気汚染ガイドライン改定について、多くの府民にとって、この改定が知

られていません。そもそも、政府がほとんど無視していることが大きな要因です。このＷＨＯの２０

０５指針値はほぼ日本のレベルと同程度でしたが、２０２１年９月に、非常に多くのエビデンスを用

いて、例えばＮＯ２濃度について、日本の基準の４分の一という低い厳しい指針値にしました。とこ

ろが日本政府は、いまだにその改定を参考にし、国の基準値を見直していません。私たちは政府に基

準見直しを強く要望していく必要があります。なお、この報告書の日本語訳について、最近のＡＩの

ソフトを用いればきれいな日本語訳ができるとわかりました。この訳文を作成でき次第、なくす会ホ

ームページに掲載します。 

4. 公害被害者の救済支援について、未認定の被害者１５８人が国の公害等調整委員会で、車の排気ガス

による大気汚染でぜんそくなどを発症し、救済措置を求め、国と自動車メーカーに賠償を求めて申し

立てしています。公害等調整委員会で１２月１９日に審問が終わりました。非公開の協議で合意に達

しなければ、委員会が今年度に裁定を出すとのことで、これらの活動を支援していきます。大気汚染

のＮＯ２ガスとぜん息との関係について、専門家の研究成果などもフォローして支援できないか調査

を続けています。なお、環境省の「サーベイランス調査」はいまだにいい加減な結論を含めて発行し

続けており、粘り強く追及していく必要があります。 

5. 新型コロナウイルス感染症については、住民活動を抑制し、また空気感染が重要な要素でもあり、大

気汚染研究の知見も活かせるので、２０２０年の発生時から感染状況を議論してきました。２０２４

年もオミクロン系統の変異種で、第１１波も経験しました。政府の「無為無策」「感染拡大規制なし」

で「全数把握」がされない下で「定点観測」データなどにより議論しました。その他の公害問題では、

忠岡町へ産廃焼却場を作る計画の他、和泉市での産業廃棄物処理場の大規模化更新案も浮上し、いず

れも大栄環境株式会社の計画で、大気汚染や廃棄物処理方法などの問題点を解明し、情報発信してき

ました。また、有機フッ素化合物問題（PFAS問題）では民医連と大阪から公害をなくす会などが府内

のＰＦＡＳ汚染を調査しています。ダイキン工業淀川工場周辺の汚染状況が特に顕著であると分かっ

てきました。しかしダイキンの情報秘匿と府市などのあいまいな動きがあり、また住民の血液調査に

後ろ向きなどが問題です。政府の規制もゆるいままであり、全国的な汚染が判明しており、今後も大

きな問題と認識し対応する必要があります。 

6. 研究会としては、月一回のペースで例会を持ち、上記の課題について論議しました。1995 年 5 月 25

日に発足して 30 年目に入っています。メンバーは一部入れ替わって、年々高齢化が進み、新しいメ

ンバーの参加を歓迎します。 
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4 年生の「総合的な学習の時間」での温暖化問題の取り組み 

NPO法人地球環境市民会議 （CASA) 宮崎学  

 

貝塚市立二色学園（義務教育学校）の小学校４年生で、「総合的な学習の時間」を利用してプラスチ

ックごみ問題と気候変動問題について学習をされました。CASAでは、9月24日（火）と10月31日（木）

に温暖化問題についての出前授業を行いました。「気候変動の学習」の取り組みと出前授業について報

告します。 

 出前授業のきっかけは、４月に神崎拓也先生から届いたメールでした。 

 先生からは、「環境学習（総合的な学習の時間）で、現在の環境問題とその構造について学習し、自

分たちにできることを考え、行動する子どもたちを育てたい。自分たちにできることは、個々人ででき

るアクションと社会の仕組みそのものを大元から替えるアクションの二つの視点から考えるようにし、

環境活動家の方の活動に触れることで子どもたちの視野を広げてあげたい」ということで声がかかりま

した。 

第1回授業  

 第 1 回目は、9 月 24 日（火）の 3 時間目に行いました。ちょうど運動会前で、残暑の中で練習をし

ている中での授業でした。 

 内容は、「地球は暑さで困っています」というタイトルで、「今、地球で起こっていること」、「このま

ま暑さが進むと？」、「困っている原因は？」について、パワーポイント資料を使って授業を行いました。

伝えたい情報がたくさんあり、32 枚の資料となり説明も多くなりましたが、事前に温暖化問題につい

て学習をされていて、その関心の高さに驚くとともに、子どもたちが、それぞれ自分の思いや考えをも

って受け止めてくれていると感じました 

授業を終えての感想は、 

温暖化については、「もうこんなに進んでいると分かってびっくりしました」、「このことを知って、怖

いなと思った」、「このまま地球温暖化が続くととても大変なことになるとわかった」など、気候危機の

現状をしっかり受け止めてもらえたと思いました。 

また、対策についても「いま地球で起こっていることを大人の人や家の人に言って、すこしでも地球

の危機をなくそうと思いました」、「学校や色々な建物に太陽光パネルを置いたら少しは抑えられると思

う」、「火力発電が多くてCO２が出続けているのでもっと再生可能エネルギーをもっと広めようと思いま

した」、「CO２を減らしたいです。町の中にポスターを貼って対策したいです」などの意見が出ました。 

さらに、「このまま対策をとらなければ、4.4℃も上昇してしまうのでしっかり対策をとっていきたい

です。しかし、『対策をとっても1.4℃上昇するのだろ』と思ってしまったらダメです。対策をしてちょ

っとでも上昇を少なくしましょう。そして地球を守りましょう！」や「地球温暖化によって起こる異常

気象によって、人間まで滅びてしまうかもしれない。2050 年までに温室効果ガスをなくさないと地球

は壊れてしまう。まず目標は2030年までに半減させることが大事だと思いました」などです。 

報告した内容だけでなく自分でもよく調べてしっかり意見を述べている感想もあり、みんなの意識の

高さに感心しました。 

第2回授業  

 第 1 回の終了後、子どもたちは、温暖化対策としてできることをグループで話し合いました。10 月

31日（木）の第2回の授業の冒頭で、子どもたちが考えた温暖化対策についての発表がありました。 

 内容としては、節電の方法や節水、ポスターを作って知ってもらう、植物を植えるなどが出されまし

た。 

その後、「地球を守ろう！私たちの未来を守ろう！」というタイトルで授業を行いました。具体的に
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は、エネルギーの転換や省エネで家庭でできることや学校などに太陽光パネルや内窓を設置する、給水

器を増やす、ポスターを作成する、学校・自治体・企業・政府へ意見や提案を出すこと（エネルギー基

本計画についての意見箱等）などの事例を紹介しました。 

 終了後、授業のフォローもしていただきながら、みんなで何ができるかを話し合い、さらに内容を深

めて11月16日の参加日で発表しました。 

 みんなの考えた内容は、以下のとおりです。 

① ポスターを作成し市長に貼ってもらう 

② 「意見箱」・国会に意見を出す 

③ 森を増やして、ごみ拾い活動をしたい 

④ CO２を増やそうとしている人に「ダメ」と言いたい 

⑤ 二色学園全体に知ってもらい、市、府、日本全国と広め

ていく 

⑥ コンポストを広める 

などです。積極的な取り組みだけでなく、授業の目的であ

る社会への視野も広げた提案もありました。 

その後、子どもたちは、実際にポスターを 30 枚ほど作ってマンションの管理人さんに掲示板への

貼りだしを依頼したそうです。早速実践です。 

 後日、2 回目の授業を終えて、子どもたちから感想をいただきました。温暖化問題で何ができるか、

子どもたちの声を紹介します。 

・私は地球のおかげでここに平和に住めているのに、そんな地球にふつうは恩返しをするはずなのに、

苦しめるなんて、地球がとてもかわいそうに思います。 

・校長先生に「二色学園も太陽光パネルをつけて！！」と言おうと思いました。今日、宮崎さんが歩い

てくるというのを聞いて、スポーツカーよりも貝塚駅から歩いてくるほうが環境にもいいし、かっこ

いいな～と思いました。 

・ポスターを描いたり、国会に言う。そして自動販売機ではなく、マイボトルで入れる水をいれること

の機械を増やす。しかも国会は40代か50代しかいないから若い人も参加すればいい。 

・仕事をやめてちがう仕事に替わるのも（火力発電で働く人）大変かもしれない。でもそうしないと言

ってる間でも地球では温暖化が進んでいる。だからせめて 1％だけでも CO2を減らしたい。そんな気

持ちが世界中で広まれば、きっと温暖化がなくなるかもしれない。だからみんなに温暖化のことを伝

えたい！ 

・みんなでまとめると「意見箱」が良いとわかりました。4年1組だけでしても全然意味がないかもし

れないから学園みんなで、大阪府でも。CO2 を減らしてくれるように、いろんなことを言ったらいい

なと思います。目標は「46%」だけど、そんなんではダメということ。国会には、目標を20％くらい

まで減らすということにしてほしいです 

・私も今のこどもたちも自分のためやみんなのためにがんばりたいと思いました。80 代くらいの人に

は関係がないと思っているけれどわたしたちのためにやらないと思いました。 

 子どもたちの熱い思いに、大人の責任として、しっかり取り組んでいかなければいけないと痛感しま

した。 

 子どもたちの未来のためにも。 
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おおさかパルコープの脱炭素社会に向けた取り組み 
生活協同組合おおさかパルコープ  事業支援部 総務 松田健一 

  
 生活協同組合おおさかパルコープは、2025年11月18日をもちまして、設立５０周年を迎えます。1970
年代のかわち市民生協設立より数えています。  
 おおさかパルコープは大阪市（淀川区・西淀川区・東淀川区除く）、守口市、門真市、 寝屋川市、枚方

市、四条畷市、交野市、大東市をエリアとして事業・活動を行なっています。 
 １９９１年にかわち市民生協、みなみ市民生協、しろきた市民生協の３つの市民生協が合併して誕生し、

現在では 45 万世帯が加入、総事業高は 600 億円となっています。環境の取り組みについては 2001 年に

ＩＳＯ１４００１を取得、その後返上し2010年にエコアクション21の認証登録をしました。 
現在、中長期を見据えた2030年に向けた温室効果ガス削減の取り組みについて策定中です。 おおさか

パルコープのＣＯ2 の排出量の約 75％が電気由来になっており残りの 25％が車両燃料由来です。電気の

使用によるＣＯ2の削減が重要なポイントとなるので、毎年設備改善と運用管理の強化をしています。 
 各事業所の照明はすべてＬＥＤ照明に設置を終え、全支所、店舗のトイレには人感センサー感知照明に

よる自動点灯を導入、併せて 2016 年度より老朽化している支所のエアコンの更新、冷凍冷蔵庫の圧縮機

交換、店舗の冷凍・冷蔵ショーケースの交換を計画的に行ないました。 
 2024年夏の期間に節電対策として、照明・空調・冷凍冷蔵庫・待機電力の項目で無理のない範囲で協力

を求める事を全部署に提案いたしました。 
今年度については、電気自動車を１５台導入し、この間に開所した安治川支所、東住吉支所については、

将来を見据えて倉庫の各ホームに電気自動車専用のコンセントの設置を行ないました。 
配達をしている車両については、ＬＰＧのトラックを全廃し、ガソリン車への切り替えを行なっており

最新の車両に更新する事で燃費も向上しています。 
太陽光発電設備は2024年9月に安治川支所に新たに自家消費型の太陽光パネル(40ｋＷ)を設置し2025

年 2 月には南寝屋川支所にも新たに自家消費型の太陽光パネル(100ｋＷ)を設置する予定となっています、

㈱おおさか協同物流センター(655ｋＷ)を含めて現在 5 か所で 825ｋＷ稼働しています。2023 年度の発電

量は837,013ｋＷhでした。今後も新設事業所の屋根への設置などを検討していきたいと思います。 
 2025 年 2 月には枚方公園店を全面リニューアル予定で、最新式の冷凍・冷蔵ショーケースを導入いた

します。 
 また2024年10月には枚方支所、生野支所の冷凍・冷蔵庫の室外機に冷媒を活性化させる装置を取り付

け、電気使用量の削減効果も出ています。2025年度には全支所への導入を検討しています。 
 
 
 
 
 
 
 
  枚方支所の電気自動車        
 
 枚方支所の電気自動車          安治川支所の太陽光パネル  
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・理事長 井上道代 

 

「地球沸騰の時代」と言われる中、気候危機を市民の力で何とかしたい、吹田で再エネをもっと増や

したいと、２０２３年、私たちは活動を始めました。 

そして様々な事例に学び、吹田の地で、「一般社団法人 市民共同発電サンサンすいた」を 

２０２４年５月２日に設立しました。 

具体的な事業を市民の力ですすめて行く中で、再エネに対する共感を市民の中にも広げてゆきたいと思

います。そして、その取り組みのなかで、地域で様々な人々が出合い豊かなコミュニティを育んでいく事

を目指して、活動を積み上げていきたいと思います。   

◆◆◆私たちが目指すこと◆◆◆ 

１．地球環境を守り、未来の世代にわたせる安全なエネルギーをつくる再エネ：太陽光の市民共同発電を

増やすこと 

２．広く市民に呼びかけ、市民の参加で実現してゆくこと 

３．地域から気候危機への取り組みを強め、助け合いのある豊かなコミュニティを育むこと 

 

【現在の取り組み】 

▶FIT価格が下がっている現状で市民共同発電を事業として成り立たせるために、自家消費をメインにでき

る施設で皆が応援していける準公共施設に、オンサイトPPA方式で作る形に決めました。そして、福祉施

設・診療所等で趣旨に賛同いただける施設を探し、調査を重ねてきました。 

 

▶その中で、吹田市の亥子谷にある、特別養護老人ホーム「いのこの里」さんと話がまとまり、１１月より、

「いのこの里に市民共同発電をつくろう」と、市民の方に訴え、寄付や建設協力金への協力のお願いをは

じめました。 

 

「気候変動に対して何かしたいと思いつつ、なかなか具体的

にできていない…ぜひこの取り組みに参加して、少しでも行

動したい！」との思いを持つ方がたくさん協力してくださ

り、資金も順調に集まりました。 

「いのこの里を育てる会」など、地域の方との連携も、進み

つつあります。 

 

今年度中に建設工事を行い、来年度には、いのこの里さんと

一緒に様々な取り組みをしていきたいと思います。 

 

２号機、３号機の調査検討も進んでおり、いのこの里の取り

組みを通じて、「うちの施設にも市民共同発電をつけたい」

という声もいくつも寄せられています。 

 

今後も、他の地域の取り組みに学んで、連携を大切に、取り

組みを豊かにしていきたいと思います。 

一般社団法人 市民共同発電サンサンすいた 紹介      
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